
市公式HP
モバイル版

市公式
LINE

市公式
エックス

市公式
You Tube

市公式
HP

　環境問題について学び、考え、
議論すること等を目的とした（仮
称）気候市民会議を開催します。
傍聴を希望する方は、直接会場に
お越しください。
d７月６日㈰、８月２日㈯、９月

６日㈯いずれも午後１時３０分～４
時３０分
b市民会館・萌え木ホール（商工
会館３階）
i環境政策課環境係（☎０４２-３８７-
９８１７）

　環境・みどりについて日ごろ感
じていること等を把握するため、
無作為抽出によるアンケート調査
を実施します。結果は、環境基本
計画等を策定するための資料とな
ります。アンケートが届いた方

は、ご協力をお願いします。
t令和７年４月１日現在１８歳以上
で、住民基本台帳から無作為に抽
出した３,０００人
i環境政策課環境係（☎０４２-３８７-
９８１７）

情報公開条例の運用

　表１では、市政情報の実施機関
別で公開の請求件数および決定内
容を示しています。
　なお、公開請求に対する市の決
定に不服がある場合は、審査請求
をすることができ、令和６年度は
６件ありました。

個人情報保護制度の運用

　表２では、市の機関別で保有個
人情報の開示等の請求件数および
決定内容を示しています。
　なお、保有個人情報の開示等の
請求に対する市の決定に不服があ
る場合は、審査請求をすることが
できますが、令和６年度は０件で
した。
　表３・表４では、自己に関する
個人情報の利用の実態を認識でき
るようにするための個人情報ファ
イル簿・個人情報取扱登録簿の作
成状況を示しています。

　市が保有する自己に関する情報
（保有個人情報）は、本人の同意
または本人や社会公共の利益があ
る場合は、本人や第三者の権利利
益を不当に侵害しない範囲で利
用、提供することができます。令
和６年度は５１６件ありました。
　また、個人番号を含む保有個人
情報（保有特定個人情報）は、人
の生命、身体または財産の保護の
ために必要がある場合に限り、利
用が認められています。令和６年
度は０件でした。

情報公開・個人情報保護審査会

　市政情報の公開や保有個人情報
の開示等の決定に対する審査請求
があった場合に、第三者的救済機
関として設置されています。令和
６年度は５回開催しました。

情報公開・個人情報保護審議会

　情報公開制度の運営と個人情報
の適切な取り扱いに関する重要事
項などについて、諮問に応じ審議
し、答申することができる機関と
して設置されています。令和６年
度は１回開催しました。

情報公開条例・個人情報保護制度の運用状況を公表します

夜間納税窓口を開設

d６月２３日㈪～２５日㈬いずれも午後
８時まで
b納税課（市役所第二庁舎３階）
※午後５時以降は、東側職員通用口
から入り、エレベーターをご利用く
ださい
u固定資産税・都市計画税、市・都
民税、軽自動車税、法人市民税、国
民健康保険税、介護保険料、後期高
齢者医療保険料の納付や納付相談
※納税証明書の発行および口座振替
申請の受け付けは行っていません
i納税課納税係（☎０４２-３８７-９８２３）

東小金井事業 
創造センター 
入居者を募集

　東小金井事業創造センター（KO-
TO）では、ブースの入居者を募集
しています。固定の机とオフィスチ
ェアが備えられ、２４時間３６５日利用

できます。また、法人登記や会議室
の利用も可能です。
　共益費や登録手数料は不要で、費
用を抑えて自分のオフィスを持つこ
とができます。ぜひ、ご検討くださ
い。
■募集施設ブース２室
※１室（約２㎡）＝月１８,０００円
■利用期間原則３年
■応募要項・申請書配布場所等同セ
ンター、経済課（市役所第二庁舎４
階）、同センターホームページ
m７月７日（必着）までに、郵送ま
たは直接、申請書等を同センター（〒
１８４-０００２梶野町１-２-３６☎０４２２-３１-
２０４０）へ

ブースのようす

表１　市政情報の実施機関別公開の請求件数および決定内容� （単位：件）

実施機関 公開請求
件数

決定内容

公開 一部公開 非公開 （うち
不存在）

決定期間
延長中

存否応答
拒否

市　長 ８５ ３２ ６０ ２４ （２２） ０ ０
教育委員会 ４０ ６ ３２ ９ （８） ０ ０
選挙管理委員会 ２ １ １ ０ （０） ０ ０
監査委員 １ ０ １ ０ （０） ０ ０
農業委員会 ０ ０ ０ ０ （０） ０ ０
固定資産評価審査委員会 ０ ０ ０ ０ （０） ０ ０
議　会 ２ ０ ２ ０ （０） ０ ０
土地開発公社 ０ ０ ０ ０ （０） ０ ０

計 １３０ ３９ ９６ ３３ （３０） ０ ０
※請求書１枚で複数の市政情報の公開請求ができるため、１件の請求に対して複数の決定が行われ
る場合があります

表２　保有個人情報の市の機関別開示等の請求件数および決定内容� （単位：件）

市の機関 開示等
請求件数

決定内容

開示 部分開示 非開示 訂正・
利用停止

訂正・利用
停止せず

存否応答
拒否

市　長 ２５ １７ ７ ４ ０ ０ ０
教育委員会 １ ０ １ ０ ０ ０ ０
選挙管理委員会 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
監査委員 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
農業委員会 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
固定資産評価審査委員会 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

計 ２６ １７ ８ ４ ０ ０ ０
※請求書１枚で複数の保有個人情報の開示等の請求ができるため、１件の請求に対して複数の決定
が行われる場合があります

表３　個人情報ファイル簿の作成状況� （単位：件）

市の機関 前年度末の
作成数

年度中の作成内訳 年度末の
作成数新規 廃止 変更

市　長 ７５ ４ ２ ７ ７７
教育委員会 ５ ０ ０ ０ ５
選挙管理委員会 １ ０ ０ ０ １
監査委員 ０ ０ ０ ０ ０
農業委員会 ０ ０ ０ ０ ０
固定資産評価審査委員会 ０ ０ ０ ０ ０

計 ８１ ４ ２ ７ ８３

表４　個人情報取扱登録簿の作成状況� （単位：件）

市の機関 前年度末の
作成数

年度中の作成内訳 年度末の
作成数新規 廃止 変更

市　長 １２０ ８ ０ １ １２８
教育委員会 ５ ０ ０ ０ ５
選挙管理委員会 ２ ０ ０ ０ ２
監査委員 ０ ０ ０ ０ ０
農業委員会 ０ ０ ０ ０ ０
固定資産評価審査委員会 ０ ０ ０ ０ ０

計 １２７ ８ ０ １ １３５

問い合わせ
総務課情報公開係
（☎０４２-３８７-９９２６）

令和６年度

環境・みどりに関する環境・みどりに関する
市民アンケートにご協力ください市民アンケートにご協力ください

（仮称）気候市民会議の開催（仮称）気候市民会議の開催
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